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【要旨】 
農業水利施設の補修・改修を進めるうえで不可欠な劣化予測について、摩耗劣化に関する健全度の簡便な評価

手法や健全度の経年変化の予測の事例を分析した。また、補修・改修の優先順位決定方法についての府県及び海

外の事例収集・分析を行い、複数施設の間での補修・改修の優先順位の決定手法を分析した。複数施設の間での

優先順位決定には、何らかの便益・緊急性を評価する必要があるが、これを金銭換算することは困難であり、評

価には複雑な評価手法のほかに簡便な考え方が用いられている事例があった。さらに、北海道内における改修事

業のうち6地区における補修・改修の優先順位決定方法の分析と、水利施設の設計技術者に対するアンケートを

もとに、優先順位決定のための指標とフローを作成し、「農業水利施設の補修・改修の優先順位決定方法の技術ガ

イド(案)」を作成した。 

改修後の水田用水施設における水管理実態調査では、施設改修により用水供給が安定するとともに維持管理労

力・費用の軽減や渇水時の対応の容易化などの効果が得られていること、新たな水管理施設では水位・流量の監

視地点数の不足の意見もないことなどから新たな水管理システムへは概ね円滑に移行されているといえること、

などが明らかになった。また、幹線用水路における安定した送水管理にとって重要な水位調整ゲートの利活用状

況に関する調査では、支線分水量の日々の変動に起因して幹線流量が増大した場合にも、ゲート上流側での溢水

を防止できるようなバイパス水路併設の必要性が明らかになった。このようなバイパス水路の容量決定にあたっ

ては、幹線用水路の1日の流量変動の大きさを推定する必要がある。ある幹線用水路を対象として流量変動を実

測したところ、ゲートよりも上流側にあるパイプライン形式の支線用水路への分水が1日のうちの8時間に集中

すると仮定すれば、変動の大きさが推定できることがわかった。 

キーワード：農業水利施設、機能診断、ライフサイクルコスト、土地改良区、水管理、水位調整施設 
 
 

1．はじめに   
農業用水路を低コストで良好に維持管理するため

には、送配水機能診断と構造機能診断の結果を総合的

に検討し、必要に応じて適切な工法で補修・改修を実

施しなければならない。本個別課題では、寒冷地農業

用水施設を補修・改修する場合の時期の選択方法、異

なる施設間での対策実施の優先順位の決定方法などを

検討して、補修・改修計画技術の提案を行う。なお、

各種補修工法の適用性については、関連する個別課題

で検討している。また、今後の施設改修計画の参考と

するため、改修後の用水施設における水管理実態を調

査する。 
補修・改修計画手法については、まず北海道内の水

利施設に対する機能診断事例を分析し、技術者が機能

診断および予防保全対策立案を進めるうえで手法・知

見の向上が求められている事柄を整理した。つぎに、

国内外での農業水利施設の補修・改修の優先順位の決

定方法の事例収集・分析を行った。さらに、北海道内

で実施された改修事業のうち 6 地区を事例として補

修・改修の優先順位決定方法を分析するとともに、水

利施設の設計技術者を対象としたアンケートを行い、

優先順位決定のフローを整理して、「農業水利施設の補

修・改修の優先順位決定方法の技術ガイド(案)」を作

成した。 
一方、改修後の用水施設における水管理実態調査で

は、まず、空知支庁管内にある 9 箇所の土地改良区に

おいて、改修後の用水施設における水管理状況の聞き

取り調査を行った。つぎに、幹線用水路の送水管理に
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とって重要な水位調整ゲートの利活用状況や課題につ

いて検討した。さらに、水位調整ゲートにバイパスや

余水吐を併設する場合に不可欠な情報である幹線用水

路の流量変動の大きさについて、その推定方法を示し

た。 
ここでは、それらの概要について報告する。 

 
2．劣化予測の現状と課題 
2．1 目的と方法 
農業用水利施設の維持管理については、平成 15 年

度に「国営造成水利施設保全対策指導事業」が創設さ

れ、基本的な考え方が事後保全から予防保全に転換さ

れた。これを受けて、平成 19 年 3 月には、「農業水利

施設の機能保全の手引き」1) （以下、「手引き」と略

記する）や「農業水利施設ストックマネジメントマニ

ュアル」2)などが整備された。しかしながら、現時点

では、積雪寒冷地における機能診断・予防保全対策の

立案を技術者が進めるうえで、かならずしも十分な知

見・データがそろっているわけではない。特に、予防

保全に不可欠な劣化予測については、その手法や基礎

データが不十分である。 
本章では、農業水利施設の維持補修に関する既往文

献や他分野での事例をもとにして、劣化予測の現状と

課題について述べる。 
2．2 施設の劣化の予測手法 
補修・改修の要否や適切な実施時期の判断を行うに

は劣化予測が必要である。劣化予測手法には、統計モ

デル（単一劣化曲線モデルやマルコフ連鎖モデル）と

個別劣化現象モデルがある。現在のところ、農業水利

施設の劣化とその要因は明確になっていないことから

個別劣化現象モデルを採用することは困難であるため、

統計モデルの採用が勧められている 2)。 
統計モデルの利用のために必要な劣化進行パター

ンについての研究としては、北村ら 3)の北陸地域のコ

ンクリート開水路を研究対象とした例がある。北村ら
3)は、壁面の摩耗劣化と継目劣化について、それぞれ 5
段階の健全度評価基準を提案し、約 1,400 箇所の水路

躯体・継目を評価した上で、健全度が供用年数の 1 次

式で近似できることを示した。北村ら 3)の摩耗劣化に

ついての評価基準を表-1 に示す。 
また、北村ら 4)や本間ら 5)は、表-1 と同様の健全度

を簡易な計測から判定できるように、型取りゲージに

よる計測値から算出する算術平均粗さ（Ｒａ）による

判定方法を提案した。この方法では、健全度はＲａの

1 次式で表すことができる。 

 
積雪寒冷地では、北村ら 3)のような手法の適用性検

証とともに凍害による劣化の評価を含めた予測手法の

検討が必要である。これについては、厚みが薄く、背

面からの水分供給を受けやすいという特徴を有するコ

ンクリート開水路の凍害に関する機能診断方法を、関

連する個別課題において検討した。 
2．3 補修・改修後の再劣化の予測 
補修・改修の経済効果を検討するうえでは、現況施

設の劣化予測手法のほかに、対策工法の適用性や耐久

性に関する知見が必要である。これに関する知見は限

られているが、たとえば北村ら 3)は、コンクリート開

水路の補修後の再劣化予測は、補修を必要としなかっ

た躯体についての予測式で可能であると述べている。 
積雪寒冷地においては、補修後の再劣化についての

データがほとんどない。そのため、関連する個別課題

において、試験施工により検証した。 
2．4 劣化・変状と施設機能の対応性 
施設全体の機能劣化を予測するためには、その因子

となる局所的な劣化や変状が、施設全体のどのような

機能を低下させるかという対応関係が必要である。 
たとえば本間ら 6)は、壁高 1.5m、幅 2.5m の限られ

た条件ながら、表-1 と同様の健全度評価と構造的機能

の関連づけを行い、健全度評価 1 は、鉄筋引張応力が

許容応力度を越える少し前の段階に相当すると述べて

いる。 
また秀島 7)は、北海道の水田用水で近代的な水路設

計手法が確立する途中に採用されていたＬ字型ブロッ

ク水路について、潜在構造分析モデル手法によって、

機能変化の構造を分析した。 
今後、道内で見られる主要な形式の用水路に対して

の健全度評価指標と構造機能の関連づけが必要である。 
2．5 他分野での劣化予測の事例 
農業用水路と同様に線状の施設である国道では、

1970 年代から舗装の維持修繕計画に関する全国的な

調査研究が行われた。その調査研究の結果として、ひ

表-1 壁面の摩耗劣化の健全度評価基準 3) 
健全度 定義 標準的な状態

5
コンクリートの表面
に変状がない期間

施工完了後のようにコンク
リート表面が滑らかな状態。

4
セメントペーストが
流出する期間

表面のセメントペーストが流
出し、ざらついている。

3
細骨材の流出が始
まった期間

表面の細骨材が流され、粗骨
材が見え始めている。

2
細骨材の流出が進ん
だ期間

粗骨材の粒子が半分程度露出
している。

1
粗骨材の流出する期
間

粗骨材が剥離している。

注）水路壁面の灌漑期水位以下の部分を評価対象とする。
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び割れ率（％）、わだち掘れ量（mm）、縦断凹凸量（mm）

といった計測可能な 3 種のデータによる計算式で、舗

装の供用性の 10 段階表示による評価ができるとされ、

評価指標として維持管理指数ＭＣＩ（Maintenance 
Control Index）が提案された 8)。その後、上記の 3 種の

データの経年変化の予測式が開発され、その予測値の

代入によるＭＣＩの経年変化の予測、すなわち劣化予

測が行われるようになった。また、スパイクタイヤか

らスタッドレスタイヤへの切り替えに伴う寒冷地での

路面性状予測式の見直し 9)なども実施されている。 
なお、これらの予測手法の開発・改良には、路面デ

ータの蓄積されたデータベースが大きく寄与しており、

たとえば北海道内の国道は、3 年に 1 度の路面性状測

定が行われている 9)。農業水利施設の分野でもデータ

ベース化が進められているが、過去の日常的点検記

録・変状データが不足しており 10)、劣化予測のために

は今後のデータの蓄積が必要である。 
 

3．国内外での補修・改修の優先順位決定方法の事例

分析 
3．1 目的と方法 
農業水利施設の予防保全対策を行う上での調査・計

画の考え方を述べている「手引き」1)では、調査・計

画の流れを次のような順序で示している。 
    a. 日常管理 
    b. 機能診断評価 
    c. 対策工法の検討 
    d. 機能保全コストの算定・比較 
    e. 機能保全計画の作成 
機能保全対策の必要な施設に対する施工順序は、e.

の段階で決定することとされているが、その方法につ

いては「機能保全コストの比較により算定されたシナ

リオを基本としながら、関係者（土地改良区、関係行

政機関等）の意向や意見を踏まえるプロセスを経て、

整備計画を策定する必要がある。」と述べられているだ

けで、具体的な手法は示されていない。 
そのため、ここでは補修・改修計画を策定する上で

重要な、対策施工の優先順位の決定方法について、農

業水利施設における既往の事例を収集・整理した 11)。 
なお、適切な補修・改修を進めるためには、補修・

改修の優先順序の決定手法だけではなく、中長期的な

維持補修費の確保が前提となる。この点については、

本研究では扱わないが、北村と本間 12)はわが国の公会

計で一般的な単式簿記では中長期的な維持補修費の把

握は困難であり、「中長期的視点からの、施設の劣化状

況を考慮に入れた資産価値の推移や、将来にわたって

必要な毎年度の維持補修費の適切な把握」を行える会

計手法としてインフラ会計の導入が必要であるとして

いる。また、インフラ会計についての詳細な検討例と

しては、北村ら 13)がある。 
3．2 ライフサイクルコスト手法の特徴 
投資プロジェクトの経済分析手法は、便益と費用を

考慮するものと、費用のみを考慮するものに分けられ

る。ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）手法は後者に属

し、北村ら 14)は、困難な便益計算が省略できることで、

意志決定が早くなるなどの利点があるとしている。ま

た、ＬＣＣ手法の適用できる事例として、既存施設の

維持補修をあげている。この場合、複数の選択肢があ

っても、それらの維持補修の実施により得られる便益

の差が小さいと考えられるから、選択肢相互の得失は

ＬＣＣだけを比較すれば把握できるとしている。 
ＬＣＣには、施設建設費や供用期間中の維持保全コ

スト、廃棄のための経費が含まれる。しかし、「手引き」
1)においては、ＬＣＣから施設建設費や廃棄のための

経費を控除したものを「機能保全コスト」と呼び、算

定の簡便なこの指標を選択肢の比較に用いることとし

ている。「手引き」1)では、機能保全コストを利用可能

な理由として、農業水利施設のストックマネジメント

では現存する施設の維持補修方法を考えるので建設費

を考慮する必要がないこと、施設の機能を永続的に確

保することを前提としていることをあげている。 
3．3 複数施設間の優先順位検討へのＬＣＣ適用性 
前節で述べたように、ＬＣＣや機能保全コストは、

ある単独の施設を機能保全するとき、 も経済的な方

法を選び出すための指標である 14)。しかし、2 つの施

設の維持補修の優先順位の比較のように、便益が異な

る選択肢を比較する場合には、この指標は使用できな

い。 
3．4 優先順位決定事例 
3.4.1 優先順位決定が必要な場面の分類 
ある地域の農業水利施設に対して機能保全計画を

作るうえで、いくつかの施設間での優先順位を決める

必要が生じる場合がある。たとえば、次のような例が

考えられる（図-1 参照）。 
  a. 同一地域での同種施設間での比較 
      （例えば、Ａ地域内での用水路区間ａと区間ｂ

の比較） 
  b. 複数地域にまたがる同種施設の比較 
      （例えば、Ａ地域とＢ地域の 3 カ所の排水機場

の比較） 
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  c. 同一地域での異種施設での比較 
      （例えば、Ａ地域での用水路区間ａ、頭首工

HW1、排水路区間ｔの間の比較） 
  d. 複数地域にまたがる異種施設での比較 
      （例えば、Ａ地域の用水路区間ａ、Ｂ地域の頭

首工 HW2、Ｂ地域の排水機場 P3の間の比較） 

 
3.4.2 同一地域内の同種施設間の比較 

1970 年代から 80 年代にかけて建設された木曽川用

水右岸地区では、経過年数の短い時期から生じていた

継手での出水のほかに、埋設後 25 年程度を経過したＰ

Ｃ管の管体そのものの破裂も生じるようになってきた

ため、劣化対策が検討された 15)。 
本地区での対策区間優先度の考え方は、表-2 のとお

りである。表に示されている「劣化管」とは、過去に

出水履歴のある管や、試掘調査により劣化が確認され

た管である。また、過去の出水のうち、内水圧 0.3MPa
以上の区間で生じているものが約 8 割を占めることか

ら、内水圧による区分がなされている。さらに、道路・

鉄道下で生じたものが約 7 割あること、河川横断区間

や民家隣接区間では二次災害のおそれがあることから、

二次災害防止の必要性も判断指標の一つとしてあげら

れている。 
このように、本地区では対策実施の優先度の決定に

ＬＣＣや機能保全コストは使われておらず、二次災害

のおそれの有無が、区間ごとの優先順検討における

優先の判断材料となり、さらに劣化管の有無と内水圧

の大きさが判断材料となっている。 

3.4.3 複数の地域にまたがる同種施設の比較 
丹治と蘭 16)は、5 カ所の排水機場の更新順序の決定

方法の検討を例にして、ＬＣＣ手法の限界を次のよう

に説明している。すなわち、ＬＣＣ手法を用いると、

１つの施設について 適な対策時期を決定することが

できる。施設が複数ある場合には、ＬＣＣ手法により、

それぞれに対しての 適対策時期が決まるから、予算

の制約がない場合には、その順に従って対策を実施す

ればよい。しかし、実際には予算の制約があるため、

各施設の対策時期は 適時期を逃してしまい、ＬＣＣ

では容易に優先順位を決められない。 
丹治と蘭 16)は、規模や老朽化している部分がさまざ

まに異なる 5 カ所の排水機場がある場合を想定し、Ａ

ＨＰ（Amalytic Hierarchy Process）による順位付けを示

している。その事例は、次のようである。 
  a. 排水機場の各点検項目の状況を 5 段階で評価

する。5 は何とか動く状態、1 は問題のない状

態である（表-3）。 
  b. 各点検項目の重要性を、排水機場としての機

能にとっての重要性の観点で決める（表-4）。 

P1

P2

頭首工
（HW1）

用水路
（開水路）

用水路
区間b

用水路
区間a

排水路
区間t

排水機場

A地域

用水路
（パイプライン）

頭首工
（HW2）

用水路
区間c

P3

排水機場

B地域

排水路
区間u

図-1 優先順位を比較する施設の例 

表-4 検査項目の重要度 16) 

 項目 主ポンプ 除塵装置 電気設備 クレーン 基礎

重み 5 2 3 1 4

表-5 AHP による総合評価の例 16)

機場名 総合評価 順位

Ａ 71 1

Ｂ 63 2

Ｃ 31 3

Ｄ 42 4

Ｅ 38 5

Ｆ 30 6

Ｇ 15 7  

表-3 排水機場の健全度チェック 16)  
機場名 主ポンプ 除塵装置 電気設備 クレーン 基礎

Ａ 5 5 5 1 5

Ｂ 5 5 5 1 3

Ｃ 3 1 3 1 1

Ｄ 4 5 1 1 2

Ｅ 3 3 4 1 1

Ｆ 4 1 1 1 1

Ｇ 1 1 1 1 1

表-2 対策区間優先度の考え方 15)  

 劣化管の有無 内水圧 二次災害防止の必要性 区分

あり 0.3MPa以上 あり 優先度　A

なし 0.3MPa以上 あり

あり 0.3MPa未満 あり

なし 0.3MPa未満 あり

あり 0.3MPa以上 なし 優先度　B

あり 0.3MPa未満 なし

なし 0.3MPa以上 なし 優先度　C

なし 0.3MPa未満 なし 緊急劣化対策区間外
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  c. aとbの重み付き平均を総合評価とする（表-5）。
機場Ａを例にとると 71=5×5＋5×2＋5×3＋1
×1＋5×4 である。この総合評価で順位付けを

する。 
3.4.4 同一地域の異種施設に対する優先順位 
1)アルバータ州の事例 
アルバータ州南部の約 5 万 ha の灌漑区（Irrigation 

District）では、機能保全計画策定のために、用水路や

排水路、その他の施設の対策実施優先順位の決定方法

を開発した 17)。この方法は、基本的には費用便益比

B/C の考え方を用いているが、便益の代わりに「緊急

度（urgency）の低下度」を用いている。 
この灌漑区では、用水路(区間ごと）や排水路、各種

構造物の状態調査を詳細に行い、これをもとに用水路

と排水路の補修の緊急度評価を行っている。緊急度は、

対象物の規模、対象物が地区の用排水でしめる重要性、

構造機能的劣化状態や漏水、容量不足などの項目ごと

の各点数に、それぞれの重み付け係数が乗じられ、そ

れらの合計として計算されている。これらの重み付け

係数により、規模の大きな水路が優先されやすくなる

などの傾向を抑制している。 
費用の算出にも、統一された単価や方法が用いられ

ており、用水路や排水路の状況調査結果から、コンピ

ューターで算出できるようになっている。 
緊急度を求めるための重み付け係数の決定は、灌漑

区に属する農家から選出された委員会が行っている。

重み付け係数は、緊急度の算出結果が大勢の了解を得

られるようなものとなるように調整され、決定される。 
2)国内の国営造成農業用水路の事例 
蘭 18)は、国営事業で造成された多様な規模の開水

路・トンネル・暗渠・パイプラインで構成される水利

施設の補修において、ライフサイクルコストの 小化

だけを指標とする補修計画では毎年度の補修費用が変

動するため、補修費用の大きい年度に補修を予定され

る施設のうちでの優先順位の決定方法を提案した。こ

の研究では、本来であれば、補修時期を遅らせること

により生じる用水管理労力の増大、パイプラインであ

れば漏水事故の頻度の増大による外部へ影響などを比

較することが望ましいが、これらの金銭評価が困難で

あるため、比較する施設ごとに次のような評価値を算

出して優先順位を決めた。 
 

総合評価＝第三者被害×6＋復旧困難性

×1＋水利機能×3 
 

ここで、第三者被害は、住宅や道路の密度や圧力水

の噴出の可否を考慮して も被害が大きいと想定され

る場合を 5 とする 5 段階で評価し、復旧困難性は事故

が起きた場合の復旧工事のアクセスについて も難し

い場合を 5 とする 5 段階で評価することとしている。

また、水利機能は、比較する施設ごとに漏水箇所数と

当該区間の平均流量の積として「漏水指標」を算出し、

漏水指標の 大値が 5 となるように換算した「換算指

標」を上式に代入することとしている。なお、上式に

おける各項の係数（6、1、3）は、管理者からの聞き取

りで決定した重み付けの係数である。 
終的な補修順序は、上記の総合評価の低いものの

補修を遅らせる案を 3 通り作成して、総合的な比較検

討を行い決定している。 
3.4.5 複数地区にまたがる異種施設間での比較 
複数地区にまたがる異なる工種での比較の事例と

なる既往文献を見いだすことはできなかった。しかし、

この場合の比較には、上記のアルバータ州南部の事例

や蘭 18)と同様の手法が適用可能であると考えられる。 
3．5 考察と今後の検討方向 
上に述べたように、ＬＣＣ手法では機能保全計画に

おける優先順位を決定できない。そのため、3.4.3 では

表-5 のような総合評価の算出が、また 3.4.4 では緊急

度や総合評価の算出が必要であった。これらは、ある

種の便益計算といえる。また、3.4.2 においても、二次

災害の防止などが優先順位決定の大きな指標となって

おり、これは対策の実施によって得られる便益の比較

といえる。 
これらのことから、優先順位の決定には、便益（あ

るいは緊急度）を評価する何らかの手法が必要である

と考えられる。北村ら 14)は、経済分析手法のうち便益

を考慮するものについては、便益計算が困難であると

いうことを短所としてあげている。また、蘭 18)も補修

を遅らせることによる負の影響の金銭換算は、困難で

あると述べている。それゆえ、今後の研究方向の 1 つ

としては、便益や緊急度などの簡便な評価方法の検討

が必要であると考えられる。 
また、高圧のパイプラインについては、漏水事故が

重大な二次災害を引き起こす懸念が大きいため、今後

は緊急度の評価による優先順位の決定方法が求められ

ると考えられる。3.4.2 の木曽川用水右岸地区の事例で

は、二次災害の危険性は、有と無の 2 分化した評価だ

けを用いていた。これに対し中ら 19)は、個別事故によ

る損害についての詳細なデータ蓄積による、リスク管

理の必要性を述べている。北海道内の畑地潅漑施設は、
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高圧管路が多いという特徴があるため、漏水発生箇所

の傾向のほか、それらの事故により発生した損害の定

量化・データベース化が必要である。 

 

4．優先順位決定方法の提案 
4．1  目的と方法 
前章までに示したとおり、国内外の補修・改修の

優先順位決定方法の事例はあるが、複数施設に対し

て緊急度や重要度といった各種因子を総合的に考

慮できる汎用的な方法は未だ確立されていない。 

そのため、本章では、北海道内における改修事業

のうち６地区における補修・改修の優先順位決定方

法の分析と、水利施設の設計技術者に対するアンケ

ートをもとに、優先順位決定のための指標とフロー

の案を作成した。 
4．2 結果 
4.2.1 優先順位決定のための因子の抽出 
６地区の事業計画を分析した結果、整備工程を決め

る上で考慮されている因子は表-6のような７種類であ

った。 

4.2.2 各因子の重み設定 
優先順位決定にあたり考慮する因子間の相対的

な重要度を重みとして設定した。重みとは、重み付

け設定者の価値規範を数値化するもので、その設定

方法には表-7 に示す２種類の手法がある。ここで

は、このうち計画担当者のイメージに近いと考えら

れる直接評価法により重みを設定した。 

重みは設定する者の価値観によって異なる。それ

ゆえ重みの設定は、複数の者によって実施すること

が基本である。 

また、重み付け設定者は、様々な見地から総合的

に各評価因子の重要性を評価できる者である必要

があり、農業農村整備に精通した有識者や当該施設

を計画・整備・管理する担当者が相応しい。 

このことを踏まえ、農業農村整備に係わる設計技

術者26名（経験年数10年以上）を対象にアンケー

ト調査を実施し、評価因子の重みを設定した（表-8）。 

 

4.2.3 優先順位を総合的に考慮するための指標 
表-6 に示す７個の因子のうち、「他事業等との調整」

と「残耐用年数」は数値的評価が困難である。そのた

め残りの５個の因子を基本要素とした。それぞれの因

子の評価方法と重みを表-9 に示す。 

補修・改修を予定している施設毎に、この表にそっ

て評価値＝ΣPi･Wi を算定し、それらを比較すること

で優先順位を検討することができる。 

4.2.4 工程決定のためのフロー 
実際の補修・改修の工程は、前節で述べた優先順位

に対して図-2のようにその他の要因を考慮して決定さ

れる。なお、図-2 のその他の要因とは、表-10 に示す

ものである。 

 

4．3 適用性の検討 
作成した指標の適用性をみるため、収集事例地区に

あてはめて得られた指標による順位付けと事業計画を

表-10 工程調整のその他の要因 
因子の内容

施工の前段で河川協議や道路協議、その他、
関係機関との調整に一定期間を要する施設に
おいては、これに要する期間を考慮する。
機械設備（ゲート設備、電気設備、水管理制
御設備）等では部品の耐用年数が短いものが
あり、施工後の残耐用年数が課題となる施設
においてはこの影響を考慮する。
工種が持つ潜在的リスク（開水路は暫定復旧
し易いが圧力管路は開水路に比べて復旧が難
しい等）を考慮する。
事業費の平準化が必要な場合、施工時期の調
整を行う。

用地確保
事業計画上、特に考慮する必要が想定される
場合には、これに要する期間を考慮する。

文化･歴史
北海道の開拓史において、後世に残すべき文
化遺産などを評価する。

景観･観光
景観上重要な施設や多目的に兼用されている
施設を評価する。

食料自給率対策 食料の中枢を担う重要地点を評価する。

工程調整の因子

その他

協議調整

残耐用年数

工種の潜在的リスク

事業費

評価値による施工
優先度の整理

その他の要因によ
る工程の調整

工程の決定

図-2 工程決定フロー 

表-6 整備工程を決定する因子 
地区

施設の健
全度

水利シス
テム

農業生産
の効果

維持管理
費

第三者被
害

他事業等
との調整

残耐用年
数

Ａ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｂ ○ × ○ × × ○ ×
Ｃ ○ × ○ ○ × ○ ×
Ｄ ○ × × ○ ○ × ×
Ｅ ○ × × ○ ○ × ×
Ｆ ○ × × ○ ○ × ×

○：考慮している、×：考慮していない(又は不明)

表-8 各評価因子毎の重み 
施設健全度 水利ｼｽﾃﾑ 農業生産 維持管理費 第三者被害

24% 15% 20% 18% 23%  

表-7 重み付け設定方法 

手法 手法の概要と特性

直接評価法

・全評価因子の重みを同時に直接的
　に決定する方法。
・一対比較法と比べて、各評価因子
　の重みの大きさにそれほど大きな
　差がつかない傾向がある。

一対比較法

・２つの評価因子の相対的重要度を
　全ての評価因子ペアについて評価
　することによって全評価因子の重
　みを計算によって決定する方法。
・直接評価法と比べて各評価因子の
　重みの大きさが極端に出る場合も
　ある。  
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対比した。指標に基づく補修・改修の優先順位は事業

計画で定められた優先順位とほぼ同じになることが確

認できた。その結果は図-3 のとおりである。 
4．4 ガイド案の作成 

上記のような結果を取りまとめて、「農業水利施設

の補修・改修の優先順位決定方法の技術ガイド(案)」

を作成した。 
 

5．改修後の用水施設における水管理状況調査 20) 
5．1  目的と方法 
農業水利施設の改修を実施する上では、過去の改修

が当該地区での用水管理をどのように改善したか、ま

たどのような課題があったかを事例的に整理し、計画

に反映することが重要である。そこで、水管理の実態

について、実際に管理、操作を行っている土地改良区

の意見を把握するために、平成 20 年度に聞き取り調査

を行った。 
聞き取り対象は、表-11 に示す 6 地区、のべ 12 土地

改良区である。主な調査内容は、改修による管理労力

や管理費用等の変化や、改修後の用水路や水管理シス

テム等の操作状況である。 
5．2 聞き取り結果 
5.2.1 用水施設改修の効果と課題 
1)揚水機の減少と維持管理費の変化 
ほとんどの土地改良区において、幹線用水路の路線

変更や管水路化により、自然圧での送水が可能となる

範囲が広がったことで、大小の揚水機場を廃止するこ

とができ、管理労力や管理費用が減少した。たとえば

Ｄ土地改良区では、改修で揚水機の数が概ね 1/3 に減

った事により、電気代も約 1/3 になった。 
2)管理労力・費用の節減 
開水路の時代には末端でも分水量の調整が必要で

あったが、末端のパイプライン化により管理人数は半

分以下になり労力・費用削減になった土地改良区が多

い。 

表-9 各因子の評価点と重み 
因子

評価点
(Pi)

重み
(Wi)

■路線施設については全体（T)に占めるAランクとBランクの占める割
　合で配点する

■点施設は施設の健全度ランクで配点する
　　Aランク：３点、Bランク：２点、Cランク：１点
　　Aランク（１０年以内に対策が必要なもの）
　　Bランク（１０～２０年以内に対策が必要なもの）
　　Cランク（当面対策が不要なもの）
　　各健全度ランクは、機能診断による劣化度S１～S５に基づく劣化予
　　測から設定する。

水
利
シ
ス
テ
ム
の
重

要
度

■かんがい排水計画の見直し等の影響を考慮する場合
　･高い（３点）：当該施設を整備しないと他への影響がある
　･中間（1.5点）：当該施設を整備しないと他への影響はあるが、管理
　　の強化で当面利用できる
　･低い（０点）：水利システム上、他への影響がない
■通水能力の影響を考慮する場合
　　機能低下２０%以上：３点、機能低下１０～２０%：２点
　　機能低下０～１０%：１点、機能低下なし：０点

15

農
業
生
産
の
重
要
度

■全体受益面積（T)に対する支配面積（A)の割合で配点する
　　A/T＞３３%：３点、１７%＜A/T≦３３%：２点
　　８%＜A/T≦１７%：１点、A/T≦８%：０点
■具体的に施設毎で効果が整理されている場合、面積をコストに置き
　換えて投資効果から定性的に配点する
　・高い（３点）：投資効果が非常に高い
　・中間（1.5点）：投資効果が高い
　・低い（０点）：他と比べて同程度である

20

維
持
管
理
の
重
要
度

■全体維持管理費（T)に対する当該施設の維持管理費（A)の割合で
　配点する
　　A/T＞３３%：３点、１７%＜A/T≦３３%：２点
　　８%＜A/T≦１７%：１点、A/T≦８%：０点
■上記により難い場合、定性的な判断で配点する
　・高い（３点）：当該施設の維持管理の負担が大きい
　・中間（1.5点）：やや負担を感じている
　・低い（０点）：特に負担が大きいと言う訳ではなく、他と同程度である

18

■路線施設については延長（L)に占める影響区間（A）の割合で配点
　する
　　A/L＞３３%：３点、１７%＜A/L≦３３%：２点
　　８%＜A/L≦１７%：１点、A/L≦８%：０点
■点施設及び上記によりがたい場合はリスクの視点（発生確率と影響
　度） から配点する

施
設
の
健
全
度

第
三
者
被
害
の
重
要
度

24

23

大 １点 １点 ２点 ３点

０点 １点 １点 ３点

０点 １点 １点 ２点

小 ０点 ０点 ０点 １点

小 大
発生確率

影
響
度

大 かなり高い（重大な変状がある、または頻繁に事故が起こっている）
高い（大きな変状がある、または事故歴が一定程度ある）
低い（大きな変状はない、事故歴がほとんどない）

小 ほとんどない（変状の事故歴もない）

↓発生確率

大 人的被害が大きい
経済的被害が大きい
経済的被害が小さい

小 事後保全でも許容できる

↓影 響 度

33%より大 2点 2点 2点 3点
17%～33% 2点 2点 2点 2点
8%～17% 1点 1点 2点 2点
8%以下 0点 1点 1点 2点

17%以下 17%～33% 33%～66% 66%より大

A/T

(A+B)/T

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

AH01（頭首工）

AH02（頭首工）

AH03（取水口）

AH04（頭首工）

AF01（幹線用水路）

AF02（幹線用水路）

AF03（幹線用水路）

AF04（幹線用水路）

AF05（揚水機場）

AF06（支線用水路）

AF07（支線用水路）

AF08（支線用水路）

AF09（支線用水路）

AF10（支線用水路）

AF11（支線用水路）

AF12（支線用水路）

AF13（支線用水路）

AF14（支線用水路）

AF15（支線用水路）

AF16（支線用水路）

AF17（支線用水路）

施工優先順位

事業計画の施工優先順位

評価値による施工優先順位

 
図-3「Ａ地区」の評価値優先順位と事業計画優先

順位の比較 
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3)用水供給の安定 
土地改良区からの聞き取りでは、用水供給が安定し

たことの利点を述べる意見が多かった。たとえば、次

のような意見があった。 
①安定した水源のなかった地域や、従来は取水条件

が上流側に比べて劣っていた幹線用水路の下流

側の水田では用水供給が安定した。 
②幹線用水路の通水時の用水到達時間は改修前に

比べて格段に短縮された。春先の通水で頭首工か

ら幹線末端まで用水が到達するのに要する時間

は、以前は半日ぐらいであったのが、今では 2 時

間程度である。 
③幹線用水路がオープンタイプのパイプラインに

なったため、幹線の起点の流入量を調整するだけ

で、各支線用水路への分水量も調整される。開水

路であった頃は各支線用水路の起点でも分水量

調整が必要であったことと比べると、節水が行い

やすくなった。このことにより、平成 19 年の渇

水に対応できた。もし国営用水路が無ければ壊滅

的打撃を受けたと思う。 
4)パイプライン化の効果 
用水路のパイプライン化については、その効果を高

く評価する意見が多かった。たとえば、次のような意

見があった。 
①開水路は末端まで水の調整をしなければならな

いが、パイプラインは分水の起点を調整するだけ

で良い。 
②バルブ操作によって調整できるので無駄な水が

生じなくなった。用水供給のロスが抑制でき、下

流側の圃場への用水供給が安定した。 
③埋設パイプライン化することで管理用道路から

圃場への進入が可能となった。圃場用水路のほと

んどは水田の短辺方向に配置するので農作業上

も作業機械が用水路上で旋回できるので効率が

良い。 
④農家が草刈りをする時も平面なので刈りやすく

なった。 
管理する改良区も使用する農家も、水頭の確保など

の条件が許せば全てをパイプライン化したいと望んで

いる。 
しかし、次のような意見もあった。 
①水管理はパイプラインの方が良いが、水が見えな

いので不安もある。 
②漏水が起きると原因の究明が難しく、復旧費も高

表-11 調査した土地改良区の概要 
国営
事業
地区

土地
改良
区

主 な 水 路 形 式 水 管 理 の 概 要

A
幹線用水路がオープンタイプパイプラインで、支線用水路が開水路で
ある。

A土地改良区では、Aダムがかりの水利系統全体（Ａ、Ｂ、Ｃ）の情報を
見ながら、Ｂ、Ｃ土地改良区への送水を管理している。他の２土地改良
区は、それぞれの区域内の情報だけを把握している。

B
幹線用水路は２条ある。そのうち１条は幹線・支線とも開水路である、も
う１条は幹線がオープンタイプパイプラインで、支線はクローズドタイプ
パイプラインである。

頭首工・揚水機場・用水路を２人体制で土地改良区が管理している、
末端分水の箇所については管理組合（農家）が水管理を行っている。

C
Ａ土地改良区からの導水幹線用水路と一部の支線用水路以外は、す
べて開水路である。

１カ所のダムの管理を含めて、３名の管理人に送配水管理を委託してい
る。

D

幹線用水路には、開水路とオープンタイプパイプラインがある、支線用
水路は開水路が多く、オープンタイプパイプラインもある。支線がパイプ
ラインの場合でも末端までパイプラインが連続する場所はなく、途中か
ら開水路になっている。

発電用のＤダムの取水ゲートから末端約10haまでの幹線・支線全てを
土地改良区で管理している。管理は委託した管理人が行っている。

E

幹線用水路は開水路である。管理区域に約120㎞ある支線用水路は、
開水路と管水路が概ね半分ずつの延長で存在する。支線の管水路は
オープンタイプとクローズドタイプがあり、圃場への末端用水路はクロー
ズドタイプである。

頭首工は基幹水利事業により委託で１人で、用水路の巡視員は３人
で、それそれ管理している。

F
幹線用水路は全て開水路である。支線は開水路と管水路の両方があ
る。

幹線用水路は土地改良区で管理している。支線用水路は40ある支線
組合や地先農家で管理している。

G
幹線用水路は、主として開水路である。支線用水路も主として開水路
であるが、水頭が確保できるところは、近年、管水路化している。

土地改良区の管理は概ね支配面積が100ha以上の地点までであり、幹
線は土地改良区管理である。支線は7つある支線組合が管理してい
る。

H
幹線用水路はすべてクローズドタイプパイプラインであり、支線用水路
は改修した路線はクローズドタイプパイプラインで、改修しなかった路
線は開水路である。

土地改良区の管轄する範囲は、末端１００haまでであり、それ以下は、
31ある支線組合が行っている。

I すべてクローズドタイプパイプラインである。 H土地改良区の末端に位置しており、3つの支線組合が管理している。

No.4 J
幹線用水路は主に開水路、一部オープンタイプパイプラインである。支
線用水路も大部分は開水路であるが、一部の支線はクローズドタイプ
パイプラインである。

幹線用水路は土地改良区で管理している。支線用水路は６４の支線組
合で管理している。

No.5 K
幹線用水路はすべて開水路であり、支線用水路も大部分は開水路で
一部にクローズドタイプパイプラインがある。

幹線用水路は土地改良区で管理している。支線用水路は４１の支線組
合で管理している。

No.6 L
幹線用水路は、オープンタイプパイプラインに改修済みである。支線用
水路は開水路とクローズドタイプパイプラインがあるが、すべてパイプラ
インに改修する予定である。

幹線用水路は土地改良区で管理している。それ以降の末端用水路は
管理組合で管理している。

No.1

No.2

No.3
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い。 
③幹線用水路の改修後に既設の支線パイプライン

において、経年変化の生じていた一部の継手では、

漏水が生じることがあった。 
今後はパイプライン延長の増加や老朽化が進むと

考えられるため、漏水箇所の簡便な調査技術の検討が

課題といえる。 
5)取水時期の地域間差と分水工の構造 
近傍にあっても、町村単位程度の地域ごとに毎年の

代かきの時期が 2、3 日ずれることがある。同一の大規

模な幹線用水路から代かき時期の異なる 2 つの地域に

送水する地区では、単純な定比分水工を採用すると、

代かき作業の早い地域だけに送水することができない。

そのため、オープンタイプパイプラインの分水工で、

スライドゲートを採用した例がある（図-4）。スライド

ゲートは、固定堰の越流部の高さよりも下げることが

できる。この形式であれば、Ｘ、Ｙ両用水路への分水

量を制御でき、当然ながら一方だけの地域にも送水で

きる。 
このように同一の水利システムで広域に配水する

場合は各地域の条件や気象条件によって用水量に差が

でる場合もあるので、分水工は各地域の水使用状況に

合わせて、柔軟に分水量を調整できる施設が求められ

る。 

5.2.2 水管理システムの利便性と課題 
1)監視項目とその利用 
水管理システムでは、テレコントロールを行ってい

る事例は少なく、テレメータを主とするものが多い。

監視施設や項目では、幹線開水路の水位やオープンタ

イプパイプラインの分水スタンド一次水槽水位・分水

スライドゲート越流部の高さ（図-4参照）などが多い。

幹線開水路の水位は流量に換算される。また、分水ス

タンド一次水槽水位と分水スライドゲート越流部の高

さからは、分水量や下流側への送水量が算出され、そ

れらのデータが土地改良区に送られている。 
2)データの利用 
水管理システムは、電話回線を使用し、現地データ

がパソコンや携帯電話でリアルタイムに把握できるも

のが多かった。農家の水利用の傾向を知るという目的

のほかに、降雨時の流入水による開水路からの溢水防

止のために利用している土地改良区も多かった。後者

の場合、水位上昇を携帯電話で知ることができるため、

安全管理に要する労力が節減されている。特に近年は、

水位上昇に気づきにくい局所的な降雨が生じることが

あり、水管理システムが役立っているとのことである。 
3)監視項目・地点の充足度 
土地改良区への聞き取りでは、基幹施設におけるテ

レメータでの監視項目や地点について、供用開始後に

過不足を感じている事例は少なかった。 
4)システム導入直後の課題 
テレメータシステムについては、次のように、プロ

グラムの修正や計器の使い方への習熟に数年を要した

事例があった。 
①システム設計のときに各計測項目とその計算処

理について、十分に確認し、例えば、堰の越流公

式などは、従来から使っていた公式が継続して使

用されるよう注意した。それでも、若干のプログ

ラム修正は必要となるものであり、システム設計

の時には、十分に時間をかけて確認をした上で、

さらに再確認をした方がよい。 
②圧力式水位計のセンサーの清掃が不足して、実際

の水深と表示値が異なる場合があった。原因に気

づいてからは、毎年 1 回はセンサー部の清掃を確

実に行っている。 
③揚水機上流の吸水槽・河川の水位監視では、予期

できないゴミの付着によりスクリーンの前後で

水位差が生じることがある。水位の計測値に異常

を感じたら、現場での現象の観察による確認によ

り、水管理システムの特性を把握することが重要

である。 
④水管理システムで使用していない冬期間は電気

を止めて経費の節約をしたかったが、屋外のテレ

メータ機器は保護のためのヒーターを入れなけ

ればならないので止められなかった。そのため、

機器更新時に取り外して屋内に保管できる小型

の設備に替えた例もあり管理方法の具体的な想

 
図-4 スライドゲートを用いた分水工の例 

（余水吐はあるが図では省略） 
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定と確認が重要である。 
5)システム機器更新の課題 
現在の水管理システムは、第 2 世代の携帯電話を用

いているものが多く、それらの中には平成 24 年までに

電話の世代更新への対応に多額の費用を要するものが

ある。費用の額は、テレメータのシステムによって様々

であるが、1 箇所当たり 50～250 万円を要するとのこ

とであった。何らかの補助がなければ対応が困難と考

えている土地改良区もある。 
また、当初のテレメータが製造終了してしまい、も

し今後壊れたら全体を新型にしなければならないため、

当初設置時と同じぐらい費用がかかるなどの話があっ

た。 
6)セキュリティの課題 
ｗｅｂを利用した監視システムで、現場でデータの

収録を目的として遠隔地に設置されていたコンピュー

タがウイルスに感染した事例があった。 
土地改良区では用途の限定されているこのコンピ

ュータへの外部からのアクセスはほとんどないものと

想定していたので、ウィルス対策がなされていなかっ

た。外部からのアクセス経路が多様化してきているた

め、水管理システムの運用ではウィルス対策に十分注

意が必要である。 
5．3 考察 

改修後の水田用水施設における水管理実態を把握

し、今後の施設改修の参考にするため、土地改良区に

よる管理の聞き取り調査を行った。その結果、今回の

聞き取り範囲では、次のようなことが明らかになった。

①開水路から管水路への改修に伴い、維持管理労力の

軽減や渇水時の対応の容易化などの効果が得られた。

②揚水機場等施設の統廃合により管理費の軽減が図ら

れた。③末端の圃場まで安定した用水の供給ができる

ようになった。④改修後の新たな水管理システムへの

移行は、改修直後の数年間は初期の小さな不具合・不

慣れはあるものの、概ね円滑に行われている 
 
6．水位調整施設の課題と対策 
6.1  目的 
 水位調整施設は、灌漑期間を通して各支線用水路へ

分水するために幹線用水路で必要となる水位を確保す

ることを主たる目的の１つとして設置される。また、

用水施設の改修による幹線用水路の粗度係数の減少に

よる水位低下への対応や、パイプライン化された支線

用水路へ分水量の変動に起因して不安定となる幹線用

水路水位の安定にも、水位調整施設は利用可能である。

それゆえ、今後の施設改修において水位調整施設の重

要性は高まると考えられる。 

 このような背景から、改修後の用水施設における水

位調整施設の機能状況や課題について、平成21年度に

聞き取り調査を行った。また、水位調整施設の円滑な

維持管理のために必要なバイパスや余水吐の設計で考

慮すべき幹線用水路の流量変動の大きさを把握するた

め、平成22年度に実際の用水路における流量調査を行

った。 

6.2 方法 
6.2.1 聞き取り調査 

 平成21年度の聞き取り調査では、表-11に示す土地

改良区のうち、B と E、F、G の４土地改良区を対象と

した。聞き取り内容は、用水施設全体の水路形式の概

要のほか、水位調整施設の形式や維持管理方法、維持

管理上の課題、その対策として考えられることなどで

ある。 
6.2.2 流量調査 
 流量調査は、空知総合振興局管内の平野部に位置し、

約 4,600ha の灌漑面積を有するＮ用水で行った。Ｎ用

水の幹線用水路における流量・水位の調査地点は、図

-5 に示すとおりである。幹線用水路で、この地点より

上流側で分水する水田面積は 2,506ha である。このう

ち、水田圃場の給水栓操作が幹線用水路の流量に直接

影響を与えるような、クローズドパイプライン形式の

支線用水路や直接分水工の受益面積は 227ha である。

流量・水位調査地点におけるコンクリートフリューム

水路の幅は 6.30m、深さは 2.15m であり、普通期の水

深は 1.83m である。 
 幹線用水路の流量は、プロペラ式流速計を用いて   
2 割水深と 8 割水深での流速を測定して算出した。流

量観測は平成 22 年 7 月 13～14 日、22～23 日、8 月 4
～5 日、26～27 日の合計 4 期間で行った。これらの期

図-5 N用水概要図 
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間は用水計画上の普通期である。普通期は、冷害対策

の水管理が意識される北海道において、圃場への取水

量の日内変動が も大きくなる時期である。それぞれ

の期間では、おおむね 12 時、18 時、0 時、6 時の 4 回 
の観測を行った。また、流量観測地点において、7 月

13日～8月31日に自記水位計による水位観測を行った。 
 結果の整理では、近傍気象官署の降水量および気温

データも併せて使用した。 
6.3 結果と考察 
6.3.1 聞き取り調査の結果 

1)水位調整施設の形式と操作 
今回調査した用水路における水位調整施設は、合計

22 カ所である。構造はほとんどがスライドゲートで、

角落としや転倒ゲート、無動力の自動ゲートも少数あ

った。これらの施設には、図-6 に示すようなバイパス

水路や余水吐の有無といった条件が異なる多様なもの

を含んでいる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
水位調整を行う期間は、すべての施設で通水期間全

体である。ゲート操作の頻度はさまざまであり、代か

き期前に 1 度だけ調整するものがある一方で、毎日操

作を行っている施設もある。 
 操作方法は、すべて土地改良区職員等による現地の

機側操作盤での手動操作である。また、水管理システ

ムによる遠方監視カメラが設置されているところがあ

った。写真-1 は今回調査対象にした一施設でバイパス

水路及び余水吐が設置されている。 
2)バイパス水路や余水吐の有無と維持管理 
 土地改良区における聞き取りをもとにして、水位調

整施設におけるバイパス水路や余水吐の有無と管理労

力についてまとめたものを図-7 に示す。 
 水位調整施設の設置位置における幹線用水路の流量

は、上流側にある支線用水路や直接分水工での分水量

の変化などに起因して変動する。これに伴い、水位調

整施設の直上流における水位も変化する。幹線用水路

の流量変動が大きい地域では、水位調整施設の上流部

で溢水を生じない安全な管理のためにバイパス水路や

余水吐が必要となる。 
 なお、バイパス水路や余水吐がない場合であっても、

幹線用水路の流量変動が小さい場合には、管理上の問

題は生じない。 
3)水位調整施設の計画上の留意点 
水位調整施設の維持管理に大きな影響を与える因

子は、その地点での幹線用水路の流量変動の程度であ

る。それゆえ、水位調整施設の計画においては、どの

バイパス水路

幹線用水路

余水吐

放流

スライドゲート

図-6 水位調整施設の形式例 

写真-1 水位調整施設の事例写真 

図-7 水位調整施設の管理労力と付帯構造物 
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程度の流量変動を想定するかが重要である。 
 幹線用水路流量の変動因子は、図-8 のように考えら

れる。対象としている幹線用水路において、これらの

因子ごとに流量の変動の大きさや変動が生じる頻度や 
変動の発生時期の予測の可否などを整理し、バイパス

水路や余水吐などの越流部の高さや延長を含む水位調

整施設の設計を考える上での入力条件とする必要があ

る。 

 
土地改良区での聞き取りでは、図-9 のように、バイ

パス水路の越流部に角落とし等を設置し、越流高さを

調節できるような構造にしておくことが、維持管理に

とって有効だろうという意見があった。その理由とし

ては、想定困難な要因で流量変動が大きくなることが

あり、その場合にはバイパス水路の越流部の容量不足

が生じることから、計画時に越流部の容量に余裕をみ

ておくことが有利であるとのことであった。このよう

な構造とすることで水管理は容易になると考えられる

が、適切な余裕の決定方法の検討が必要である。 

 
6.3.2 水位調整施設地点で考慮すべき流量変動 

1)流量変動の観測結果 

 流量調査地点での水位の日内変動でもっとも多くみ

られたものは、日中（7 時～19 時）に高く、夜間（19
時～翌朝 7 時）に低いというパターンであった。典型

的な水位変化を示す 7 月 14 日、15 日、21 日、26 日、

27 日について、水位および流量を図-10 に示す。なお 

図-8 幹線用水路流量の変動因子 

計画水位 ▽

幹線用水路

バ
イ
パ
ス
水
路

角落とし

図-9 幹線用水路流量の変動因子 
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図-10 調査地点における水位及び流量事例 



17.2  農業用水利施設の補修・改修計画技術に関する研究 

 - 13 -

これらの日については、図-11 の気象データでわかる

ように、流量変動に対する降雨や低温の影響が無視で

きると考えられる。 
0 

10 

20 

30 

40 

50 10

15

20

25

30

7月
11

日

7月
16

日

7月
21

日

7月
26

日

7月
31

日

8月
5日

8月
10

日

8月
15

日

8月
20

日

8月
25

日

8月
30

日

日
降

水
量

(m
m
)

平
均

気
温

（
℃

）
・

日
平

均
流

量
（
m

3 /
ｓ
）

日降水量（mm）

平均気温（℃）

日平均流量（㎥/s）

 これらの 5 日のそれぞれで、日 大流量と日 小流

量の差を算出すると、1.6m3/s、2.2m3/s、1.9m3/s、1.6m3/s、
2.2m3/s であった。先述の通り、これらの 5 日は圃場へ

の取水量の日内変動が大きい普通期にあたる。それゆ

え、調査地点における流量の日変動は、 大で 2.2m3/s
程度であると考えられる。 
2)流量変動の要因と日内変動量の推定方法 
 調査地点での流量変化の特徴から考えれば、この地

点より上流側に、分水量が夜間に多く、昼間は少ない

支線用水路があると考えられる。そのような事例とし

て、直接分水工やクローズドタイプパイプライン形式

の支線用水路が考えられる。 
 すでに述べたように、このような形式の支線用水路

による受益面積は、流量調査地点の上流側で 227ha で

ある。これに転作率を考慮すると、H22 年度のこれら

の支線用水路による水田灌漑面積は 170ha である。 
 図-10 のような典型的な水位変化においては、幹線

流量の大きい時間帯は7時から19時までであることか

ら、この 170ha の水田圃場での取水時間を 12 時間と仮

定すると、これらへの夜間の分水量は、Ａ用水の 1ha
当たりの普通期流量である 0.0044m3/s を用いて約

1.5m3/s と概算できる。この概算値は、実際の幹線用水

路における流量の日内変動の 大値 2.2m3/s を下回る。

水田への取水時間を 8 時間と仮定すると、流量変動の

概算値は約 2.3m3/s となる。 
これらのことを総合すると、次のようなことが推察

される。水位調整施設のバイパスや余水吐の設計にお

いては、降雨時の流量変動のほかに、無降雨時に生じ

る幹線用水路流量の日内変動を概算して考慮する必要

がある。その場合、幹線用水路流量の日内変動の大き

さは、その地点より上流にある直接分水工やクローズ

ドタイプパイプライン形式の支線用水路における取水

が 1 日のうちの約 8 時間に集中するという想定での流

量変動に近い値となる。 
 
7．まとめ 
本個別課題の目的は、積雪寒冷地における農業水利

施設の補修・改修計画技術の提案を行うことである。 
農業水利施設の補修・改修を進めるうえでは、劣化

予測手法の開発が不可欠であり、また劣化・変状と機

能低下の関連づけが重要である。これらについては、

農業水利施設以外の分野を含む既往の研究事例を収集

し、摩耗劣化に関する健全度の簡便な評価手法や、健

全度の経年変化の予測事例を分析した。今後は、凍害

劣化に対する機能診断・劣化予測手法の検討を進める

とともに、水路の健全度と構造機能評価の対応付けに

関する検討を行う。 
また、補修・改修の優先順位決定方法については、

平成 19・20 年度にも事例収集・分析を行い複数施設の

間での補修・改修の優先順位の決定手法を分析した。

複数施設の間での優先順位決定には、何らかの便益・

緊急性を評価する必要があるが、これを金銭換算する

ことは困難であるとする報告が多く、評価には複雑な

評価手法のほかに簡便な考え方が用いられている事例

があった。平成 21 年度には、北海道内の 6 地区の改修

事業における補修・改修の優先順位決定方法の分析な

どから、優先順位決定のための指標とフローの案を作

成した。平成 22 年度は、これらの結果を「農業水利施

設の補修・改修の優先順位決定方法の技術ガイド(案)」

にとりまとめた。 
平成 20 年度から開始した、改修後の水田用水施設

における水管理実態についての調査については、土地

改良区への聞き取りを中心として進めてきた。平成 20
年度の聞き取りでは、施設改修により用水供給が安定

するとともに維持管理労力・費用の軽減や渇水時の対

応の容易化などの効果が得られていること、改修後の

新たな水管理システムへの移行は概ね円滑に行われて

いること、などがわかった。 
平成 21 年度には、今後の幹線用水路の送水管理に

とって重要な水位調整ゲートの利活用状況に関する聞

き取りを行った。その結果、支線分水量の日々の変動

に起因して幹線流量が増大した場合にも、ゲート上流

側での溢水を防止できるようなバイパスや余水吐の併

設の必要性が明らかになった。平成 22 年度は、実際の

図-11 観測地点の気象条件(7月13日～8月31日)
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幹線用水路において流量調査を行い、寒冷地の水田用

水管理で生じる幹線用水路流量の変動に配慮したバイ

パス水路等の諸元の決定方法を示した。 
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